
保 

険

◆
◆
◆

各
種
認
定
証
の
更
新
手
続
き

有
効
期
限
が
7
月
31
日
（
金
）
に
な
っ

て
い
る
次
の
認
定
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
。
8
月
３
日
（
月
）

以
降
に
申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

所
得
の
変
動
や
世
帯
構
成
の
変
更
な
ど

で
、
7
月
ま
で
該
当
し
て
い
て
も
8
月
以

降
該
当
し
な
い
場
合
や
、
現
在
該
当
し
て

い
な
く
て
も
8
月
以
降
に
該
当
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

●
更
新
手
続
き
が
必
要
な
認
定
証

・
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
／

町
県
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
の

方
・
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
／
町
県
民
税
非
課
税

世
帯
の
75
歳
未
満
の
方

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／
保
険
証
・
認

め
印
・
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
本
人
確

認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）

問 

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

「
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
」
の
更
新

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
に
交
付
し
て
い
る
「
高
齢
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
が
、
7
月
31
日
（
金
）
で
切

れ
る
た
め
、
7
月
下
旬
に
新
し
い
「
高
齢

受
給
者
証
」
を
郵
送
交
付
し
ま
す
。
8
月

1
日
（
土
）
か
ら
は
、
必
ず
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

●
一
部
負
担
金
の
割
合

70
歳
か
ら
医
療
機
関
な
ど
で
お
支
払
い

い
た
だ
く
一
部
負
担
金
の
割
合
は

・
現
役
並
み
所
得
者
／
3
割

・
そ
の
他
の
方
／
2
割

と
な
り
ま
す
。
一
部
負
担
金
の
割
合
は
受

給
者
証
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

問 

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者
証
の
色
が
「
薄
い
緑
色
」
に

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

の
有
効
期
限
が
7
月
31
日
（
金
）
で
切
れ

る
た
め
、
更
新
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証

は
「
薄
い
緑
色
」
で
す
。
7
月
初
旬
ご
ろ

か
ら
順
次
郵
便
（
簡
易
書
留
）
で
郵
送
予

定
で
す
。

●
今
回
お
届
け
す
る
「
薄
い
緑
色
」
の
保

険
証
の
使
用
は
7
月
1
日
（
水
）
か
ら

新
し
い
保
険
証
が
届
く
ま
で
は
、
現
在

お
持
ち
の
保
険
証
（
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
の

も
の
）
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

●
現
在
お
持
ち
の
「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」

の
保
険
証

「
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
」
の
保
険
証
は
8

月
1
日
（
土
）
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

新
し
い
保
険
証
（
薄
い
緑
色
）
が
お
手
元

に
届
き
次
第
、
薄
い
オ
レ
ン
ジ
色
の
保
険

証
は
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

※
処
分
の
際
は
、
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清

水
行
政
局
住
民
福
祉
室
に
お
越
し
の
際

に
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、
住
所
や
氏
名

が
他
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
ご
自
分
で

細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
く
だ
さ

い
。

●
そ
の
他

・
令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
）
住
民

税
の
課
税
所
得
に
よ
り
、
一
部
負
担
金

の
割
合
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
住
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以

上
の
被
保
険
者
の
い
る
世
帯
の
方
は
、

一
部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
と
な
り
ま

す
。　
【
例
】
今
ま
で
１
割
だ
っ
た
方

が
３
割
負
担
に
変
更
と
な
る
場
合
、「
３

割
（
令
和
２
年
７
月
31
日
ま
で
は
１

割
）」
と
表
示
さ
れ
ま
す
。

問 

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

お知らせお知らせ

お
わ
び
と
訂
正

　
6
月
号
（
1
7
4
号
）
18
頁
「（
仮
称
）
D
R
E
A
M 

W
i
n
d 
和
歌
山
有
田
川
・
日
高
川 

計
画
段
階
環
境
配

慮
書
の
縦
覧
と
住
民
説
明
会
開
催
の
お
知
ら
せ
」
の
記
事

に
お
い
て
、
D
R
E
A
M 

W
i
n
d
の
ル
ビ
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
「
ド
リ
ー
ム
ウ
イ
ン
ド
」
で

す
。
ま
た
、
問
い
合
わ
せ
先
の
郵
便
番
号
に
つ
い
て
表

記
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
「
〒
5
4
5
‐

6
0
3
3
」
で
す
。

　
こ
こ
に
訂
正
し
、
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。
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